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「ワンタイムパスワード」申請時のお願い 

 

 

当組合では、第三者による不正送金等の防止のため、平成３１年３月１８日よりインタ

ーネットバンキングでワンタイムパスワードをご利用でないお客さまで、１日あたり振

込・振替限度額が２０万円を超える場合２０万円に引下げさせていただきました。 

限度額引き下げ対象のお客さまが同日以降にワンタイムパスワードを申請した場合、そ

の時点では１日あたりの振込・振替限度額は２０万円の状態となります。２０万円を超え

る振込・振替をご希望のお客さまは、ログイン後に限度額を変更していただく必要があり

ます。なお、限度額を変更していただいた場合のインターネットバンキングへの反映は、

２日後の午前０時となります。（例：２７日に変更した場合２９日から新限度額となります。） 

 

ご利用のお客さまにはご不便をおかけしますが、お客さまの大切なご預金をお守りする

ための対策ですので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

淡陽信用組合 


